
１．施設の名称等

２．施設の概要
昭和 35 年 11 月 25 日

）

）

類似施設の
設置状況

33,148

設置目的

一般財源

利用対象者等

施設内容

施設の利用
料金体系

都市環境の改善、都市の防災性の向上、生物多様性の確保、レクリエーションや交流の場として公共
の福祉に寄与する。

開園日：常時
駐車場開場時間：常時
利用対象者：県民等

有料公園施設は指定管理者が定める利用料金による。入場、駐車場については無料。ソフトボール場
は専用利用のみ、時間単位で設定。また、一般と高校生以下で区分して料金設定（時間単位：800
円,500円）。利用料金は別料金。ソリゲレンデは個人利用、ソリ１日300円。

面積（開設面積）367,942.82㎡　建物（展望所）62.96㎡　駐車場（５箇所420台）ソフトボール場、
ソリゲレンデ、ゲートボール場、児童遊戯コーナー、芝生広場、展望広場、海浜広場、西海の丘

15,750

（説明）

令和7年度

32,796 32,796
48,953

1,329
72,539
98,018

事業評価調書〔途中評価〕（令和７年度）
〔指定管理者制度導入施設〕〔Ａ調書〕

単位あたりコスト

区　　　分
（単位：千円）

設置法令等

20

24,15030,135

114,869

64,870
787

98,805

81,749 110,949

27
115,648

22 17
111,737107,927

施設整備費等 82,073 74,363
779 788

財
源

1,494
30,838

その他（
32,796管理運営負担金

国　　庫

74,274
その他（ 使用料

事業費＜Ａ＞

「当該事業における西海橋公園利用者100人あたりの費用」=Ｃ÷(西海橋公園利用者数＜単位：100人＞)

人件費＜Ｂ＞

県
　
予
　
算

合計＜Ｃ＝Ａ＋Ｂ＞
22

34,425

内
訳

107,159

765768
82,514

1,847

77,801

78,967
1,533

33,148

令和3年度 令和5年度

64,466
2,047

施　設　名　称 西海橋公園

78,950

（実績） （実績）
令和4年度
（実績） （計画）

令和6年度

都市政策課
課（室）長名 真鳥　喜博

地域の特徴や資源を活かし、夢や希望の持てるまちを創る

所　在　地 佐世保市針尾東町、西海市西彼町
土木部

特色ある文化資源・スポーツによる地域活性化総合計画上の位置づけ
基本戦略
施　　策

スポーツによる地域活性化

事 業 所 管

設置年月日
都市公園法第２条の２（昭和31年4月20日）

（実績）

事 業 群
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5

③



３．指定管理者の概要

令和 6 年 4 月 1 日 令和 11 年 3 月 31 日

■ 未導入 ■ 公募 非公募

４．成果指標の達成状況及び管理運営に要した経費等の収支状況

ａ
ｂ
ｃ
ａ
ｂ
ｃ
ａ
ｂ
ｃ

3 0 3 3 3 3 3
5 0 5 5 5 5 5

901

令和7年度

5,334

▲ 843

33,148
1,266

39,748
40,591
12,686

0

（計画）

常勤常勤

令和7年度
（計画）

西海市西彼町大串郷２５番地９
グリーンメイク・岩永造園・中村造園指定管理者共同企業体

常勤
非常勤

常勤
非常勤 非常勤

常勤

（千円）

▲ 3,352

収入計a

非常勤

33,148

非常勤

39,433
40,591

常勤
非常勤

▲ 48
▲ 182

配置職員数
▲ 2,194 460

利用料金

県負担金

▲ 2,297

0

32,796 33,148
3,427 3,087

達成率b/a

32,796

17,217

86
14,855

（人）

▲ 915収支a-b ▲ 1,158

※この収支は指定管理者が行う管理運営にかかるものであり、この他に県が直接負担したものとしては、「２．施設の概
要」の「県予算」の「その他」がある。

その他 ▲ 899

3,547
32,7960

39,589支出b

2363
▲ 3,196

450,775

109

（実績）
475,990

16,681

495,715

0

うち人件費

▲ 1,002
12,686

750
37,176

12,638

37,093
36,633 37,358
11,036 11,477 12,290

37,138

4,017

36,223 36,237

5,384

100

（実績）
令和5年度 令和6年度

（実績） （実績） （実績）

0

指定管理者
の収支状況 実績－計画

事業計画（R6）

成
果
指
標
の
達
成
状
況

令和3年度 令和4年度

件
目標値
実績値

0

16,465

％ 100 100

件
達成率b/a
実績値 人

100

18,629

0 0 0

17,354

0
95
0

17,828人

104

（実績）

達成率b/a

％

107

439,294人

84

420,069
90

470,894
431,592

令和3年度

106
461,363

16,559
19,591

（実績）
実　　　　績

目標値

公園利用者数

③

②

①

令和6年度

実績値 人

（実績）
令和4年度 令和5年度

目標値

業　　務

①施設（設備）の維持・修繕等
②公園の管理運営に関する苦情等への対応及びその処理
③公園利用に関し発生した第三者の事故等への対応（第三者への賠償を含む。）
④アンケート調査等により利用者の満足度、意見等を把握する業務
⑤公園内で災害が発生した場合の緊急措置対応
⑥公園の利用促進、公園を利用するスポーツの普及及びイベントの企画等に関する業務
⑦貸与備品の保守・管理に関する業務
⑧その他都市公園の管理運営に関する業務で、基本協定により長崎県が実施すると定めている業務及び基本
協定に定めがない業務で長崎県と指定管理者が協議して指定管理者が実施すると決定した業務

導入済

単位

選定方法

≪代表者氏名≫ 代表　岩本　博美

有料公園施設利用者数

管理瑕疵による事故発生件数

①

～

直近3ヵ年度実績の平均値
を目標とする。

指定期間

指定管理者
の名称等

②

％

（目標値の根拠）

③

利用料金制

≪所在地≫
≪名  称≫

<令和７年度実施における変更点＞

466,407



５．令和６年度事業の実施状況・実績の検証

③防犯対策・事故防止対策は、令和6年度実施計画書に記
載の関係マニュアル等に基づき実施する。

①遊具更新
②トイレ洋式化工事
③防護柵更新　等

④事故等の緊急対応は、令和5年度実施計画書に記載の危
機管理対応図により対応する。

④令和6年度に管理瑕疵による事故の発生はなかった。

⑤令和6年度実施計画書に記載の研修を実施、又は受講す
る。

①遊具更新
②トイレ洋式化工事　等

②維持管理作業は令和6年度実施計画書に記載の実施工数
の通り実施されている。

＜指定管理者実施分＞

＜県実施分＞ ＜県実施分＞

①日常巡視、定期巡視、特別巡視は、令和6年度実施計画
書に記載の計画により実施する。

①日常巡視・定期巡視は実施計画書に記載の実施日数通り
実施した。多客時・台風・大雨時などに特別巡視を実施し、被
害状況を県に報告した。

②維持・管理作業は、令和6度実施計画書に記載の計画に
より実施する。

⑥公園の有効活用のため、各種自主イベントを実施する。

実　　　　績計　　　　画

③管理者が定める「防犯対策・対応マニュアル」・「事故防止対
策・対応マニュアル」「遊具点検マニュアル」に基づき実施し
た。また、事故防止対策として多客時は駐車場の警備員を配
置し安全確保を行った。警察署や近隣交番との情報交換や
パトカーの巡回強化を依頼し防犯対策に努めた。

⑤（一社）長崎県公園緑地協会及び（一社）日本公園施設業協
会主催の「遊具の安全に関する講習会」を受講した。

⑥令和6年春のうず潮まつりは、令和6年3月16日～4月7
日まで開催し、イベント企画として ぼんぼりの点灯・ストリー
トパフォーマンスショー・屋台の出店、アンケートにご協力頂
いた方に花苗のプレゼントを実施した。桜の開花とうず潮の
見頃が重なったこともあり大変賑わった。
　桜の開花情報は、各新聞社・各テレビ局や全国版のJRシス
テム・ウェザーニュースなどに毎日提供。うず潮の見頃は、
ホームページに掲載するとともに、西海市・佐世保市の観光
地や店舗にチラシを配布し、来園の利便性を図った。駐車場
警備員を配置し事故防止に努めた。
　秋のうず潮まつりは、令和6年10月26日～11月10日ま
で開催。スケッチ大会・わんわん運動会・西海うずうず大道・
ふれあい動物園を実施し、たくさんの来園者に参加して頂い
た。また、アンケートにご協力いただいた方にチューリップの
球根のプレゼントを実施した。
　令和7年春のうず潮まつりを、令和7年3月20日～4月6
日まで開催した。

＜指定管理者実施分＞

園内の清掃及び施設の維持管理、植生の保育及び維持、有料公園施設の利用許可及び運営について、実施計画に基づ
き確実に実施され、快適な利用サービスが提供された。また、管理瑕疵による事故はなく目標を達成している。一方
で、公園利用者数については繁忙期の休日の天候不順により、有料施設の利用者数が目標を達成できなかった。

検　　　　証

管
理
運
営
の
状
況



＜指定管理者実施分＞ （単位：千円）

６．令和７年度事業の実施にあたり見直した内容

７．令和７年度事業の評価 ※評価区分（ａ：行われている、ｂ：一部行われていない、ｃ：行われていない）

・施設の設置目的にあった管理運営が行
われているか。

ａ

ａ

ａ

（その他の観点）

管理運営に関する各種マニュアルに基づいて実施する計画であ
る。

公共施設予約システムの活用を基本とした有料施設の運営計画
である。

・住民の公平かつ平等な利用の確保が行
われているか。

維持管理作業などはマニュアル化されている。また、緊急時の
対応体制整備も適切である。

新たなスポーツの導入や周辺ホテルからの誘客促進に努めてい
る。

ａ

指定管理者制度の導入効果を踏まえた施設の設置目的の達成状況の総合評価

事務所内の節電、消耗品の節約、地域の団体と共同で情報発信
を行うことによる経費の節減を行っている。

・東口グラウンドの天然芝のグラウンドが認知され、従来からのサッカーチーム以外のチームの利用が増えており、収入
増になっていることから、今まで以上に芝のコンデション維持に努め収入増を図る。（継続）
・公園に隣接するホテルやハウステンボス周辺のホテルから公園案内図の提供依頼が増えていることから、イベント情報
等の発信を積極的に進めソリゲレンデ等有料施設の利用者の増加を図る。（継続）

ａ

職員に遊具安全管理研修、救急救命講習を受講させるなど、資
質の向上を図り、サービスの向上に努める計画である。

・利用者に質の高いサービスの提供が行
われているか。

視点 評価
指
定
管
理
者
の
行
う
管
理
運
営
等
に
関
す
る
評
価

（説明）
大型連休や日曜祝日の天候不順の影響もあり、有料施設利用者数は目標に達しなかったが、公園利用者数や管理瑕疵によ
る事故発生ゼロの目標は達成できている。　また、実施計画に記載されている管理運営に係る各事業を着実に実施し、利
用者サービスは向上しており、指定管理者制度の導入効果を踏まえた西海橋公園の設置目的は達成されているものと認め
られる。

33,148

うち利用料金収入 5,384 3,087
収入ａ 39,433

うち県負担金

39,589

内　　　　容

・経費節減に向けた取り組みが行われて
いるか。

ａ

・収入の確保に向けた取り組みが行われ
ているか。

・施設・設備の維持管理は適切に行われ
ているか。

判定理由

Ｂ

36,237
繁忙期の休日に雨が多くソリゲレンデ使用料が大幅に減少した為

収
支
の
状
況

収支計画・実績

主な項目 計画 実績 増減理由・収支改善の取り組み等

40,591

9,600 最低賃金増による増加

33,148
うちその他収入 901 2 自主事業が未達成の為の減

17,351

検　　　　証
　収入減の要因は、前年同様に繁忙期の休日が雨になることが多く有料施設利用者の減少や自主事業で計画していた
物販販売やイベント開催ができず、収入が減少した。
　支出増の要因は、最低賃金の上昇による賃金増やインバウンド客の増加等に伴う警備員の配置増が主な要因であ
る。このほか、外部委託や修繕における材料費、人件費等の上昇などにより、マイナス収支が拡大した。

うち人件費 12,686 12,638
うち賃金 9,059

収支a-b △ 1,158 △ 3,352

支出ｂ

うちその他 18,846



■

■

■

■

■

■

■

８．令和８年度事業の実施に向けた方向性
現状維持 ■ 改善 移管 廃止

（その他の観点）
西海橋公園は佐世保市及び西海市の緊急避難場所であり、ドクターヘリの離着陸場所としても利用されているため、
周辺地域の防災や救命活動を行う上でも重要な施設である。

設置後相当な年数を経た施設であるが、安定し
た利用実績があり、十分な活動結果が得られて
いる。c.得られていない効

率
性

・指定管理者制度以外で、同一
の県負担や業務量でより大きな
活動結果が得られる手法に代え
られないか。

・事業効果をさらに上げる余地
はないか。

地域と連携した自主イベントを実施し、県民等
に交流の場を提供できている。

c.なっていない

・指定管理者制度は、施設の設
置目的の達成に十分寄与する手
法となっているか。

区　　分
（説明：令和８年度事業の実施に向けた方向性の理由・見直しの内容）
・ホームページ・SNSやマスメディアに公園情報、イベント情報を発信し来園者の増加につなげる。
（継続）
・施設や植栽の老朽化が進んでおり、定期点検を徹底し安全・安心で快適な公園づくりに努める。（継続）
・桜が老木になっていることからボランティアの植栽活動（長崎県造園建設業協会）等を活用し、桜ゾーンの充実を図
る。（継続）

c.余地がある

a.なっている

b.一部代えられない

c.代えられる

b.一部なっていない

従来手法と比較して利用者数が増えている。

c.薄れている

施
設
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
評
価

a.余地はない 公共の福祉に寄与する施設であるが、新たな利
用者を獲得していくために、ホームページ等で
情報発信を行っていく。

有
効
性

b.一部余地がある

県立都市公園は、ひとつの市町の住民の範囲を
超えた広域的利用をされる公園と位置づけて整
備している。

b.一部適当（可能）でない

a.代えられない

a.得られている・県の負担や業務量に見合った
活動結果が得られているか。 b.一部得られている

公園利用者数は目標値を上回っており、レク
レーションの場の提供としての本公園の需要は
高い。

a.適応している うず潮や桜の名所、西海橋の国登録文化財指定
など、観光地に立地する当公園は、地域経済の
活性化に間接的に寄与している。

b.一部適応していない
c.適応していない
a.適当（可能）でない

a.薄れていない
b.一部薄れている

視点 評価

・市町または民間に移管・移譲
することが適当（可能）ではな
いか。

・県民ニーズに照らして、事業
の必要性が薄れていないか。

・事業を取りまく環境、経済情
勢などの変化に適応している
か。

必
要
性

c.適当（可能）である

理由


